
【電子申告するにあたって】 

 

○収入が０円の人 

 →「16 その他の事項」の摘要欄に、昨年の収入（生活）状況について簡潔に記載してください。 

 例：体調を崩して就労できなかった。 

   障害年金以外に収入はありません。 

   学生のため、収入は親からの仕送りのみです。        など 

 

 

○申告作成時における添付資料について 

 →所得税の確定申告（電子申告：e-Tax）における証明書等の添付書類については、一部省略可能となっていますが、個人住民税の電子申告について

は、基本的に省略できる書類はありません。（総務省の回答より） 

→営業や農業、不動産等の収支内訳書をはじめ、申告に必要となる関係書類を必ず提出（電子ファイルでの添付 OK）してください。関係書類の提出

がない場合には、後日提出を求めるほか、控除等の一部または全部を取り消すことがあります。 

 



 

 

 

個人住民税申告書における添付書類について

添付の有無 ＜注意事項＞

① 源泉徴収票（給与所得、退職所得及び公的年金等）

② 報酬等の支払調書

③ 個人年金の支払通知書

④ 配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書

⑤ 障害者手帳、障害者控除対象者認定書

⑥
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、

介護保険料等の社会保険料控除証明書
年金特別徴収（年金天引き）分は、本人しか申告できません。

⑦ 事業所得等（一般、農業、不動産）の収支内訳書

⑧ 国民年金保険料控除証明書

⑨ 生命保険料控除証明書

⑩ 地震保険料控除証明書

⑪ 寄附金受領証明書

⑫
医療費控除の明細書、

セルフメディケーション税制の明細書

※添付不要(①～⑥)の項目であっても、可能な限り書類の提出をお願いします。

　また、申告内容を確認するため、別途書類の提出をお願いする場合があります。

●添付必要
※電子で申告される方で、

ファイル添付で提出する場合には書面での添付は不要です。

添付不要

項目


